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 日本看護系学会協議会主催 

               高度実践看護制度あり方検討会議事録 

 

日時： 2010年1月31日(日) 13：30～16：00 

場所： 聖路加看護大学301教室 

参加者： JANA(役員、会員学会) 

学術会議看護学分科会、 

      JANPU(高度実践看護師制度推進委員会委員会) 

日本看護協会 

      日本専門看護師協議会 

      日本NP協議会 

      文部科学省高等教育局医学教育課 

      厚生労働省医政局看課  

マスコミ傍聴: 医学書院、日本看護協会出版会、メヂカルフレンド社 

 

【検討会の目的】 

今後の日本における高度実践看護師のあり方、中でも認定のあり方について関連機関・関係者が一同に会

し多角的に検討する。具体的にどのように動いて行くのか方向性と方法を検討する。 

 

 

【検討の進め方】                  全体司会 日本看護系学会協議会副会長 片田範子氏 

   13：30より開始。                         

 

片田氏：本日は、関係する諸団体から各8分、16時までそれぞれのお立場から現状について説明して

いただき、休憩後、自由討議を行いたい。自由討議の司会は南、太田が行う。 

 

あいさつ   

日本看護系学会協議会会長：太田喜久子氏 

日曜日の開催、ならびに短い準備期間での呼びかけとなり、いろいろとご迷惑をおかけしたが

これだけ多くのご参加をいただき感謝している。本会は、日本看護系学会協議会(JANA)主催と

いうことで開催することになった。元々は、本協議会と日本学術会議看護学分科会と共催する予

定で企画したが、手続きに要する時間の関係で間に合わなかった。内容的には共催のつもりで進

めていきたい。JANAは、現在36の看護系学会が会員となっている。2001年に設立したが、この

協議会が生まれた経緯として、日本学術会議に看護系の会員を是非とも選出したい、日本学術会

議との連携を強くしたいという意図があった。現在、南裕子先生が学術会議の会員になられ、看

護系学会と学術会議とのつながりが濃くなっている状況があるが、特に、看護学分科会との連携

が活発化しておりさまざまな活動をしている。具体的な成果として、皆さまも御存知のように看

護学分科会が2008年に、「看護職の役割拡大が安全と安心の医療を支える」ということについての

提言を行った。その時、本協議会も検討に参加したり、共催でシンポジウムを２回ほど開催し、

役割拡大についての動きを皆さまに広く知っていただくような活動を行ってきた。そのような中
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で、より高度な専門知識・技術をもったスペシャリストとしての看護師の役割機能がこれからの

時代ますます必要とされ、力を発揮することが期待されていると思う。現在も多くの方によって

その方向でさまざまな検討がなされているし、CNSの活躍もされている。  

これからの看護のありかたについて、さまざまな立場で関係諸団体、機関が一同に会し、情報

の共有、交換を行い、我が国おける高度実践看護師のあり方、特に認定の在り方について考える

必要があると考え今回のような企画をした。今日の検討を踏まえて、今後の方向性について考え

ていきたい。 

 

片田氏：この会に関する録音と写真撮影をさせていただきたい。HPにアップしたいので了承を

お願いたい。 

 

A. 情報提供 (13:35-14:40)  

高度実践看護師の教育、実践、認定制度に関する現状  （各8分×７） 

 

1) わが国における高度実践看護師の現状と課題：資料1-①, 資料1-② 

発言者：日本学術会議看護学分科会 内布敦子氏  

日本学術会議看護学分科会の委員は、看護系14名看護系以外の役員も含めて20名程度である。

日本学術会議看護学分科会では、看護師の役割拡大について提言を出して、高度実践看護師の今

後の制度について検討しているので、そのことについて報告したい。日本版高度実践看護師教育

課程の概要(案)について、また、高度実践看護師を認定する仕組みをつくることが必要である。

高度実践看護師教育については、裁量権の問題がある。CNSを土台にして考えているが、医学的

な処置や判断に踏み込んだ内容、例えば共通科目にあるヘルスアセスメントアドバンス版や健康

診査の知識、医療的介入（治療・ケア）の基礎知識などが、追加される必要がある。他にも検査

や薬剤処方についての知識が必要である。特に、実習ではグローバルスタンダードでは、500時

間が考えられているが、医療介入に関するトレーニングが必要で、Sheared responsibility これ

は看護学分科会が提言した中に入っている考え方であるが、この責任の取り方についても訓練し

ていかなければ裁量権に踏み込んでいくことは難しいだろうと考えている。このように高度実践

看護師の教育課程はグレードアップしなければいけないだろうという検討がされている。 

次に、高度実践看護師を認定していくしくみであるが、現在、CNSは、看護協会が認定してい

るが、内容では、専門知識についてのコンピテンシーや能力の認定については、各学会が積極的

にかかわることが必要ではないか。特に、看護系学会をまとめているJANAが共通コンピテンシ

ーについての検討を、各学会が専門領域のコンピテンシーについて検討し、認定していくしくみ

を考える必要があるのではないか。教育課程については、現在のように日本看護系大学協議会

(JANPU)がそれをJANAと共有した上で、認定していく必要があるだろう。認定機関としてどこ

が担うかということについては、現在は看護協会が大きな仕事をしてくれているが、さらに大変

な仕事なので第三者認証機構が必要になると考えている。その際は、看護協会、JANA 、JANPU

等それぞれ協力する必要があるだろあう。また、医学判断や医学処置に関わる内容もあるので、

医学学会との連携、医師の協力、また薬学等の協議会関係の学会との協力も必要になるであろう。 

各学会が各領域のスタンダードやプロトコールを出していくことが必要である。 

今まで話した内容は病院内の看護師に関するものであり、医師の包括指示によって看護師がで

きるようにすることで、医師法を改正しなくてもできるのではないかと考えている。医師をパー

トナーとして、高度実践看護師と一般看護師が行う範囲を明確にしていけば可能であるのではな
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いかと思う。しかし、地域においては医師がいない状態で看護師が処方するということについて

は、さらなる議論が必要である。以上、現時点で検討していることを報告した。 

 

2) 高度実践看護師教育課程の現状と課題：資料 2 

発言者：日本看護系大学協議会高度実践看護師制度推進委員会委員 井上智子氏  

  田村やよひ委員長に代わって報告する。現在の専門看護師は、看護協会との連携で、日本看

護系大学協議会専門看護師教育課程認定委員会(田中美恵子委員長)の下、各分科会をもち、そこ

で看護系大学院、平成21年4月で現在121課程が認定されている。今年から修了生は、大学院修了

後、半年の臨床経験、筆記試験に合格したのちCNSとして認定されることになっている。 

我が国における次世代の看護専門職の検討として、平成14年からさまざまな検討がなされ声明、

基準案などが発表されている。例えば、平成17年2月に看護専門職大学院の設置基準案が発表さ

れ、それを引き継ぐ形で、平成17年から高度実践看護師(APN)制度推進委員会が発足し、現在3

期目である。1期目は南先生が委員長で、現在の専門看護師の課題等について整理し、APNの実

現に向けての検討がなされ、平成18年には、日本語版のAPNのコアコンピテンシーができた。こ

れは、年1回出されている白い表紙のJANPU報告書に掲載されている。平成19年からは、野嶋委

員長が第2期を引継ぎ、高度実践看護師の在り方について検討し、任期が終わる平成21年3月に「高

度実践看護師(APN)の大学院教育課程(案)」を作り、これを昨年の福島で開催された総会で発表

し、HPにもアップされている。現在の26単位から38単位の案をつくり発表した。現在、第3期の

田村やよひ委員長のもと、高度実践看護師(APN)の在り方を検討している。また、昨年10月には、 

「高度専門看護師資格制度の創設」の提案に関する声明をつくり、平成22年1月に厚労省のチーム医

療推進検討会に間に合うように急きょ声明を出した。現行のCNS教育課程26単位に対して、野嶋委員

会で新たに提案したのは、共通科目としてAdvanced フィジカルアセスメント、②Advanced 生理

学・病態生理学、③Advanced 薬理学等を強化し、さらにはサブスペシャリティー14単位と実習10単

位等で計38単位とした。専門看護師とは、複雑で解決困難な看護問題を持つ人たちに対して、水準の

高い看護ケアを効率よく提供するため、特定の専門看護分野の知識及び技術を深めた看護師であると

されているが、高度専門看護師とは、案の段階であるが、「個人、家族、および集団に対してケアと

キュアの融合による特定分野の高度な知識・技術を駆使して対象の治療・療養過程全般を管理する責

任をもつ大学院教育を受けた看護師」であると考えている。また、APN移行への最短タイムスケジュ

ールについても考えている。例えば、平成22年5月の福島で開催される総会で、昨年提案されたこの

APNカリキュラム案が承認されたら、すぐに共通科目、専門科目の審査基準検討委員会が設置される

必要がある。平成23年にそれを総会承認してもらい、現行のCNSカリキュラムからからAPNカリキ

ュラムへの移行措置案を検討し、平成24年から早ければ各大学APNカリキュラムを開始し、認定して

いく。平成25年から各大学のCNSカリキュラムからからAPNカリキュラムへの移行したものを申請

してもらい、最短では平成26年にAPNが誕生することになる。第三者認証機構の設置については、日

本学術会議との連携をもち、看護系学会が会員となっているJANAを中心にJANPUや看護協会が協力

していくという形がよいのではないかと考えている。 

 

3) 日本専門看護師協議会における認定制度にかかわる検討について：資料6 

発言者：日本専門看護師協議会 宇佐美しおり氏 

山田雅子代表の代理で報告する。日本専門看護師協議会は、平成19年に発足した。本協議会発足

した背景には、専門看護師がなかなか増加しないことやチーム医療の議論が進む中で、今後活動して

いく上での危機感がある。われわれもきちんと意見を言っていく必要がある。現在350名以上のCNS
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の役割は、ケア困難な患者への実践を中心とし、相談、教育、研究、相談、調整、倫理調整があるが、

こうした6つの機能を果たしていることから、患者や家族からみたらCNSの動きが見えにくいところ

もあると思うが、組織の中、特に、医療者からはコンサルテーションを通して一定の評価は得られて

いると考えている。現行法の中で、包括指示のもとでCNSがどこまで活動できるかということについ

て、協議会で検討している。CNSがこれまでやってきたことを踏まえて、これから患者さんやご家族

に積極的にやっていけることは何かということについて提案している。精神看護領域では、入院3ヶ

月以上の患者さんならびに重複診断のケア困難な患者さんたち、慢性疾患患者領域では、在宅酸素療

法を導入されている患者さん、インシュリンを導入しコントロールが難しい患者さん、小児看護領域

では低換気、低酸素の改善が必要な患者さんというように、各分野で期待され実施されてきた行為が

ある。これらに共通していえることは、一つは、患者さんの病状が安定したときに、CNSが治療や生

活管理を支援することで、患者の安定した状態を維持できるのではないかということ、そしてもう一

つは、各分野で示されているケア困難な患者さんや家族への支援ができるのではないかと考えている。

しかし、これらのことをこれまでの現行法でやっていこうとすると、医師との関係性が重要となる。

現在は各病院でCNSが医師との信頼関係を個別に作り、医師に信用されながらこれらの行為を実施し

ているが、それでは、「一病院の中のこと」で終わってしまうため、積極的に各分野の関連学会と連

携し、プロトコールの作成・検討を行い、ガイドラインに発展させていくよう作業を進めている。

例えば、精神看護分野では身体疾患をもって適応障害をもっていたり、重複診断をもっている患

者さんに、積極的に処方や精神科診断を見直しながら、日常生活の再構築を検討できるのではな

いかということについて、これから学会や委員会と協働しながらガイドラインやプロトコールな

どを作ろうとしている。慢性看護分野で具体的にプロトコールを検討しているのは、インシュリ

ンが不安定な患者さんや肥満2型の糖尿病の患者さんたちに対して、CNSが診断や治療ができる

のではないかと考えている。ガイドラインを作成するためには、エビデンスが必要となるのでプ

ロトコールを丁寧につくっていきたい。 

次に、看護系大学院の中で強化したいことであるが、教育期間が2年間という限界はあるが、

直接ケアの能力、特に、診断・治療、アセスメントの能力、段階はあるがこうした直接ケアに関

するトレーニングや大学院修了後は、コンサルテーションおよび調整力、チーム構築の力をスー

パービジョンを受けながら高めていく必要があると考えている。これらについては、協議会の中

で考えていることなので、今後JAPUなど他の機関の協力を得ながら、協議会の中でできること

を考えていきたいと思っている。 

最後に、ここでお願いしたことは、教育の一本化である。何本も高度実践の資格が出てくると

患者さんや御家族がどのようにそれを活用したらよいかとか、看護界や医療界での混乱が生まれ

るのではないかと心配している。CNSを統合した形でのAPNや今までCNSがこれまで活動して

きたことを実績として積み上げていく、CNSとして活動を続けたいという人たちが続けられるよ

うな選択ができればいいと考えている。 

  

4) 日本NP協議会の活動について：資料３ 

発言者：日本NP協議会 湯沢八江氏 

個人的にはNPをいかにして看護職が市場開拓していくかといったビジネスの視点で考えてい

るが、本日は草間朊子会長の代理で報告する。NP協議会は、いかにして看護職が市場開拓して

いくかといったビジネスの視点で考えている。NP協議会の中では大分県立科学大学と私のとこ

ろの国際医療福祉大学、そして東京医療保健大学が立ち上がるが、それぞれスタート時点でのス

タンスは異なっていると思う。NP協議会は、最近(2009年)できたばかりであり弱体な組織であ
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るが、事務局は大分県立科学大学にある。HPを参照してほしい。資料の2ページには、NPの制

度化に向けてのモデル事業の必要性について述べてある。次に、資料の4ページからは、NP協議

会が考えている慢性期NPと急性期NPの業務範囲について具体的に示している。それから、6ペ

ージにはNPの業務範囲の拡大と経済的保証を現行法の中で行う場合はどうなるか、法改正など

についてNP協議会側の意見として示しているので読んでいただきたい。次に、NP教育のあり方

については、NP教育を始めようとしている大学院では、43単位で合意している。本学では4月か

ら教育を始めてほぼ1年経ったが、実際的にはこれでも足りないと思っている。本学では4月に11

人の入学者を受け入れたが、3人は落第している。ついてこれない、なぜついてこれないかとい

うと看護師は自己学習の習慣がない。その時だけで学習は終わると思っていて、継続して学習し

ていくことができないという問題がある。高度実践を担っていくには責任が伴う。やって事故を

おこしたらわれわれは信用を失墜してしまう。そうなると中途半端な教育をして卒業ということ

はできない。特に厳しくやっているわけではないが、それでもついてこれない人がいる。本学で

はほとんど医師が指導している。1000例、2000例といったように看護師とは桁違いの症例を経

験している医師がみた患者の問題というのは、われわれが経験し得なかったところがあり、そこ

が見える。われわれのところも、43単位で実習も14単位で行っている。11ページに、NPの資格

化のための方策を載せている。われわれも資格認定には第三者機構を設置することが必要だと考

えている。われわれは、NPには診療看護師という名称を予定している。PAが日本に入ってくる

としたら、診療士という名称で入ってくるだろうと思う。名称というのは非常に重要で、国民か

ら支持される名前をつけることが大切であると考える。われわれがNP教育を始めたことでいろ

んな看護系の教育機関の方々から興味を持ってもらえることは嬉しいことではあるが、こちらに

ばかり偏ることはどうかと思う。例えば、地域連携パスについては、大腿骨骨折、脳卒中など地

域連携加算について看護師がもっと関与する必要があるのではないか。NPばかりに偏るのでは

なく、地域連携パスや退院調整加算などに対してもっと看護職が力を注ぐ必要があるのではない

か。 

 

5) 日本看護協会における専門看護師認定制度の現状と課題：資料４ 

発言者：日本看護協会 後藤裕子氏 

専門看護師認定制度発足の経緯として、1987 年に厚生省「看護制度検討会報告書」の中で、

専門看護婦育成の必要性が言われ、90 年に専門看護師制度についての試案が発表され、94 年に

専門看護師制度が発足した。95 年には専門分野の特定が開始され、96 年には初の専門看護師が

誕生している。98 年には、専門看護師の教育課程の認定が JAPU により開始され、2004 年には

商標登録がされ、2005 年には日本医療機能評価機構で専門・認定看護師の配置が評価項目とし

て追加された。資格認定制度の考え方と日本看護協会の組織運営の仕方についてであるが、看護

界全体の総意を反映するものである、臨床で力を発揮できる能力をもっている、看護界内外の方々に

納得され、公正であるという考え方で発足した。日本看護協会の中に、制度委員会、認定委員会、認

定実行委員会を組織しそれぞれ諮問と報告を受ける形とした。日本看護協会と JAPU については、

2000 年に申し合わせ事項を締結した。日本看護協会は、専門看護分野の特定と個人資格の認定を行う、

JAPU は、専門看護分野の教育課程の特定と認定を担ってきた。2010 年現在、43 大学院 117 課

程 11 分野が認定されている。2009 年から、大学院修了後の専門分野の実務研修が 6 ヶ月となり、

審査方法も書類と筆記試験による審査となった。CNS の認定登録者の数は増加しており、2009 年に

は 452 名であるが、全国的にはみると、CNS がいない県もある。課題として、CNS の活動実績が

評価され、看護界における認知・理解は進んでいるが、認定看護師、認定看護管理者に比べて CNS
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の数は尐ない。商標登録、専門性の広告は承認されたが、社会的認知は十分とはいえず高めていく必

要がある。また、職能団体の資格認定であるという見方もあり、資格の透明性と公平性を高めていく

ための第三者機構の設置についての検討も必要である。 

 

6) 厚生労働省における高度実践看護師認定制度にかかわる動向について：資料5-①②③ 

発言者：厚生労働省 看護課 島田陽子氏 

  野村陽子課長の代理で報告する。皆様よく御存知だと思うが、厚労省では現在「チーム医療の

推進に関する検討会」を開催している。この検討会については、各団体から報告を受けてきたが、

CNSや認定看護師が現場で行っているいろいろな活動を通してさまざまなところで評価をされ

ているということが背景としてあるが、規制改革の観点から看護師の裁量を拡大することが必要

ではないかということや医師不足により現場がかなり緊迫していることから医師不足を解消す

るための有効な方策として看護師の裁量権を拡大する必要があるのではないかということが出

てきた。昨年、前自民党政権のもと、内閣総理大臣の指示により、日本の実情を踏まえて看護師

にどのような仕事を担ってもらうことができるのかを検討すべしということで、厚労大臣に対し

て指示があり検討会の設置に至った。メンバーと検討会の状況については、資料に示している。

本日参加の看護の先生方にも御参加いただいているが、そのほかにも医療現場における専門看護

師、医師、薬剤師などさまざまな職種の方々からヒヤリングを昨年いっぱい実施した。そして、

第9回の検討会において、チーム医療に関する主な論点の整理をした。もともと今年度中に、看

護師の役割拡大のあり方に関して何らかの結果を出すということで、年が明けて1月21日に開催

し、この後、2月3月と開催する中で一定のまとめをする予定である。主な論点の整理に関する内

容で、看護師の役割拡大というところであるが、基本的な方針ということでは、大学における看

護師養成の急増等による教育水準の全体的な高度化、専門看護師・認定看護師の増加、看護系大

学の整備の拡大等を背景に、看護師の役割を拡大(裁量の拡大、業務範囲の拡大等)すべきとの指

摘があるが、その基本方針について、どのように考えるか、ということでいくつかの考え方をこ

こで示した。まず、①高度な能力(知識・技術等)を備えた看護師の役割を拡大する、次に、②一

般の看護師の役割を拡大する、そして、③として①と②を併せて拡大する、④その他ということ

である。高度な能力を備えた看護師については、仮に高度な能力を備えた看護師の役割を拡大す

る場合、例えば以下のような論点が想定されるが各論点についてどのように考えるか。例えば、

高度な能力を備えた看護師に対して業務範囲の拡大を認める場合、具体的にどういった業務が考

えられるか、次に、高度な能力を備えた看護師が業務を実施する際の医師との関係について、ど

のように考えるかということでは、①医師の指示なく、医師から独立して実施する、②医師の包

括的指示を受けて実施する、③当面は医師の包括的指示を受けて実施することとし、実績を積ん

だ上で医師から独立することの是非について検討する、④その他といった論点がある。 

次に、高度な能力を備えた看護師の要件についてどのように考えるかということについては、

①臨床経験はどの程度必要なのか、②養成課程はどうするのか、③認定試験、④その他という論

点について考える必要がある。その他、高度な能力を備えた看護師の認定主体等、認定制度の在

り方、「高度な能力を備えた看護師」の名称、などについてどう考えるかということがある。 

また、一般看護師についても論点がある。仮に一般の看護師の役割を拡大する場合、一定の業

務範囲の拡大が想定されるが、どういう行為が具体的に考えられるかということも論点として考

えられる。その他、関連する課題として、医師のアシスタントについて、医師の監督下において、

手術室内の医療行為等を含め、主として周手術期における外科医の診療の補助を実施する職種を

導入すべきとの指摘があるがこのような指摘についてどのように考えるかということがある。 
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次に、多職種の連携の推進ということでは、この検討会自体がチーム医療を推進するためには

どういった方策があるかということを議論する場でもある。 栄養サポートチーム、感染制御チ

ーム、緩和ケアチームといったチームを活用していくための一層の推進に向けた具体策はどうす

ればよいか、また院内助産所の設置等、助産師の専門性を活かした産科医との連携が進められて

いるが、より一層の連携の推進に向けた具体策をどう考えるか、在宅医療の場面においては、医

師、看護師、薬剤師、歯科医師などの連携が重要との指摘があるが連携の推進に向けた具体策を

どう考えるか、多職種の連携を推進している医療機関が医療現場において認知されるための具体

策についてどのように考えるか、といった論点がある。認定ということに関しては、看護師とか

個々人の認定も何らかの形で第三者による公正・公平な立場から社会的評価という観点からも認

定していく必要がある。 

   

7) 文部科学省における高度実践看護師認定制度にかかわる動向について： 

発言者：文部科学省 小山田恭子氏 

皆様の御発表とは違う視点になると思うが、現在の文科省の現状についてお話ししたい。医学

教育課というところは、医学関係の高等教育について検討していくという責任はあるが、第一義

的には教育制度の質保証ということが中心となっている。したがって、私どもが高度な看護実践

の認証制度の内容について検討していくということはおそらくないと思う。ただ、高度な実践教

育に大学院が想定されて検討されているということで、では大学院でそうした教育がなされてい

く場合の質の保証をどうしていけばよいかを検討している。昨年3月から「大学における看護系

人材養成のありかたに関する検討会」を開いており、昨年までは大学の学部教育の質保証に焦点

を当てて検討してきた。今現在その検討が終わり、その報告を受けた学部教育の内容とあわせて

「大学院における高度専門職業人養成のあり方について」ということが検討会の議題に上ってい

る。今までも専門看護師が大学院の中で養成されてきたが、今一度改めて看護の大学院で高度専

門職業人養成することとは何ぞやというところから検討していこうということで始まっている。

論点としては、社会が求める高度専門職業人について、大学院で養成する高度専門職業人につい

て、といった2点を挙げている。それから、医学教育課では、看護系の大学の話をしているが、

その他にも大学制度全体について中央教育審議会で引き続き検討しており、大学院のありかたに

ついても大学院分科会というところで検討している。特に、現在はそれぞれ人社系ワーキング、

理工農系ワーキング、医療系ワーキングのように分野別にワーキンググループを立ち上げてその

中で大学院教育の充実に関する調査研究をしているが、その結果を反映しながら検討していかな

ければいけない。それともう1つは、専門職大学院制度があり、看護の中では助産師が養成され

ているが、現在、かなり幅広くさまざまな職種の専門職大学院がでてきているが、質の保証も十

分ではないところもあり、専門職大学院制度そのものの見直しも必要であると考えている。無く

すということではなく、その充実はどうあるべきかということも含めて検討している。こうした

さまざまな検討状況を反映しながら私どもの検討会の中で看護の高度専門職業人養成のあり方

についてこれから考えていこうと思っている。何よりも私どもが懸念しているのは、大学院教育

というのは、まだ法整備がないところで先導的な教育を担っていくのは当然であるが、その際は

当然社会に説明できる質の保証システムがないとなかなか理解が得られないということである。

これは学部教育にもいえることだが、いかにして進んだ教育を質保証のしくみと併せて進めてい

けるかということが鍵になっている。認定制度と併せて教育の質保証のしくみについても積極的

に検討していただきたいと思っている。 
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司会：進行は予定通りに進んでいる。これから10分間の休憩をとりたい。 

   今日は、マスコミ3社がオブザーバーとして参加している。ここからは、次の司会に渡し

て自由討議に移りたい。情報提供の皆様本当にありがとうございました。 

 

B. 自由討議  （１４：５０－１６：００ ７０分） 

司会：南氏、太田氏 

南氏: 今日は、すごい方々が参加されている。おそらく高度実践看護師制度に組織的にかかわっている

すべての関係団体、行政からは厚労省、文科省の参加を得て、こういう会議がもてるのは看護界だけだと思

う。すべて揃うことができて素晴らしい。短い時間でそれぞれの方々がそれぞれの立場で素晴らしい御発表

をしていただいた。皆様にはそれぞれの方々にたくさんの御質問があると思う。本日の主役はお集まりいた

だいた学会の代表の皆様である。本日、ご出席いただいた学会は、日本看護科学学会、日本在宅ケア学会、

日本看護福祉学会、日本ルーラルナーシング学会、日本慢性看護学会、日本母性看護学会、日本老年看

護学会、日本家族看護学会、聖路加看護学会、高知女子大学看護学会、日本看護技術学会、日本看護歴

史学会、日本腎不全看護学会、日本手術看護学会、日本看護学教育学会、日本がん看護学会、日本小児

看護学会、日本看護診断学会である。 

本日議論する内容として考えられるは次の6点である。 

1) 高度実践看護師という新たな制度の確立に向けて各学会がどのようにかかわっていけばよいか。 

2) 名称の問題をどのように統一していくか、ディスカッションの過程で決定していくであろう。米国で

はAPNの中にCNS、NP、助産、麻酔が入っている。JANPUから高度実践看護師が提案されて

いるので使っているが、これから、どのような名称に落ち着くかはこれからの議論による。 

3) スコープ・オブ・プラクティス：診療補助行為は、医療行為に踏み込むのか、それとも保助看法

の範囲の中で拡大するのかといった法的整備の議論が必要である。どのような能力を備えた高度

実践看護師が生まれるのか、あるいは生み出すかによっても異なるであろう。 

4) NPという概念の多様な解釈 : プライマリーな医療を実践するイメージ、CNSのように医療チー

ムの中で今以上に自立して役割を担うイメージ、ミックスしたイメージ等がある。 

5) 第３者認定機構の設置に向けてどのように動くか  

本日は、特にこれについて議論してほしい。学会が質、エビデンスをどのように保障していくか、看護協

会も学術会議も第三者機構をもつべきだと考えている。ただし学会のコミットメントは相当強く

ならないと動かない。JANAを中核となり、各学会が主体となってJAPNPUと協力して認定機構を構

築していくか。看護協会がこれまでのように担うのか。 

6) コアコンビテンシーの問題 

これは、各学会の仕事であり、議論が必要である。 

 

自由討議における要旨 

 

土蔵氏:  

・5年前に手術看護認定看護師ができたがCNSはまだである。麻酔看護、診療の補助として創の開閉が補

助として議論されている。チーム医療の推進ということでは、診療の補助が求められているように思う

が、麻酔看護については、すでに一部かかわっている。麻酔看護は昔から実践をしている。 

・手術学会は麻酔看護師というより、CNSにという意向があるがどう考えていったらよいか。実際、 

手術室では、看護師が病棟に引き上げられている現実もあり、負担を感じながら実践している状況で 

ある。今後、CNSという形で進めていったらいいのか、あらたな方向性を目指せばよいのか 
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南氏:  

・麻酔看護師は JANA にとっても課題の一つである。周麻酔看護師の養成を聖路加大学院で養成開始

する予定と聞いているがどうか。高度実践看護師としての養成をめざすのか。 

小松氏： 

・すでに公募が始まっているが、周麻酔という概念である。４月からコースがスタートする。 

カリキュラムに関しては麻酔に関連した医学的なものと痛みに関する内容である。 

南氏： 

・なぜ、周麻酔とあえていうのか 

小松氏：  

・手術に関する麻酔、痛みのコントロールも含めて考えている。麻酔医学、痛みコントロールが中心

で、米国とは尐し異なる内容になる。CNS のアドバンス版というよりは新しい領域という認識であ

る。臨床推論、治療的な部分を入れる、高度実践看護師の領域だと思う。 

・周麻酔といっているのは、術直後の麻酔からの覚醒、痛みなど看護ケアをいれて独自の機能にして

いる。麻酔に関しては関連領域との合意形成はこれから進むので麻酔とは言わない 

数間氏： 

・周麻酔というのは、新しい名称だと思うが、教育期間の内容や期限はどうなっているか。 

小松氏： 

・2年間の大学院で50単位くらいだと思う。 

川嶋氏： 

・はじめに制度ありきで議論を始めると APN の概念があいまいになるのではないか。何をする人が 

高度実践看護師なのかという問題がある。高度実践看護師の概念とか、位置づけに関する看護界の

願望も大事だが、何ができるか、何が今までと違うのかが明確ではないのではないか。APN を看護

界でどのように位置づけるのか論議する必要があるのではないか。 

・看護系大学を卒業した看護師が増加したところから、このような議論ができるのはわかるが、医師

不足から始まる論議はいかがなものか、よく言えば看護師と医師のパートナーであり、医師との協

働は必要であるが看護のアイデンティティをどこにおくのかということを論議する必要があるの

ではないか。 

・診療の補助と療養上の世話の前半だけが強調されているのはいかがなものか。高度とはどのような

意味を込めているのか。キュアとケアの統合はよいと思うが、診療の補助だけが強調されているよ

うに思う。医学、アセスメントがカリキュラム案にはたくさん入っていたが、アセスメントするの

が目的ではなく、その先の実践が大切なのではないか。 

宇佐美氏： 

・診療と生活は非常に密着している。薬剤の内容も生活に深く関わっており、CNSが判断した方がいい

という場面がある。患者の状態を判断して生活の質を高めるための助言を進言できるのではない

か。 

井上氏： 

・外科学会等から、医学会から周手術期管理看護師を養成してほしいと要請している。こうした医師

の動きには:けん制すべきところはあると思う。 

・PCPS のように生命に関わるクリティカル領域では、今でも生活援助、例えば清拭の判断までも医

師に委ねているところがあるため、看護師の思考停止がおこっている。そこを看護師の判断で清拭

できる、ベッドアップができる、食事開始ができるという方向に進むことができないかと思ってい

て、今が好機だと考えている。自分たちは何ができれば療養上の支援に変化がおこるのかを示して
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いく必要がある。 

南氏： 

・私がアメリカにいるときNPが生まれたが、最初は、ミニドクターをつくっても仕方がないと思いアンチ

NPだった。しかし、10年後自分がクライアントとしてNPに出会った時にすごく感動した。医師は

検査して診断し、治療する、NPは、生活全体であなたの生活に合わせて考えていこうとはっきりいう。だか

ら私はNPは、ミニドクターではなく、看護師だったんだと思い、看護師と医師の違いを実感した。 

・実際に米国で過ごしてこられた方々が、医師ではなくあえてNPをプライマリーの主治看護師として選ん

でいる。その理由は、生活の中で個別性を重視しているからで、あえてNPを選んでいた。キュア

とケアが統合した方が、生活の中で病とともに生きていく、または病気を予防しそれを克朋する方

向にいくと思う。 

・確かに、教育で不足している内容として医学の部分ばかりが強調されているがケアについても充実

する必要があると思う。  

川嶋氏： 

・診療の範囲を広げるということであるが、療養上の世話を看護師の判断でできるようにしてほしい。 

・各学会で一般看護師のレベルを上げる方向で考えてほしい。基礎的な看護ができることが必要でゼ

ネラリストが低いという見方ではなく、むしろ CNS は特定分野のことしかできないという見方も

ある。専門は限られた領域での専門性であることを認識してほしい。 

手島氏： 

・2006 年の WHO の報告によれば、世界的には医師不足だけでなく、医療従事者全体が不足してい

くとされている。対医師不足だけでなく、尐子高齢化を迎える看護職が主体的、自立的に役割を担

うことも重要ではないか。 

中島氏： 

・今日は、CNS、NP、一般看護師の話しが中心であるが、認定看護師のことはどのように考えるのか。認定 

看護師はどのような経緯で生まれたのか。将来認定看護師はどうあったらよいか。 

湯沢氏： 

・本学 NP 養成分野では、認定看護師の受け皿を用意するつもりで準備しており、本学入学者の中に

も認定看護師の方が入っている。 

南氏： 

・当初は、CNSを考えていたが、その頃は大学院教育ができていなかった。日本の現状でクリニカル

の質を改善し、患者のニーズを満たしていくためには、CNSの登場だけを待っていたらとても時間

がかかるので、日本的な質を保証できる制度をつくる必要があると思った。 

・スコープ・オブ・プラクティスの考え方、つまり実践の範囲を限定することで、その中で力量をも

っている人をしっかり認定することができ、周りからも認められ一つの役割を担えると考えた。 

・個人的な意見であるが、認定看護師はゼネラリストのスキルアップだと思っている。ゼネラリスト

が看護界の王道をいくと思っている。スペシャリストは、ある特定の非常に困難な患者のある一時

期にかかわる役割を果たす存在である。後は、王道をいく看護師の質をあげていくためにスペシャ

リストが存在すると考えている。 

・NPやCNSのコースが認定看護師を受け入れるのは大学院の裁量であり、移行への道は開けている。 

 

中島氏: 

・ 一般看護師のことを踏まえながら CNS や NP の議論をしていただくことを忘れないでほしい。 

南氏:  
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・各学会で、キャリア開発をどうするか、認定看護師と専門看護師の役割をどのように考えるかプロ

トコールも含めて議論してほしい。 

林氏:  

・CNS は、知識と経験があって、自分で判断はできるけれども医師の指示が必要であり、法的制限が

ある。できるのに動けないジレンマがある。現在の CNS は看護ケアに軸足をおいているが、NP に

なると診療にシフトするのではないかと思う。 

田中氏:  

・メンタルヘルスについては、精神の CNS の立場からいうと、看護師の果たす役割は大きく実績も

あると思っている。もっと看護師に裁量権があればもっとケアを充実させることが確実にあるので

はないかと思う。 

・コンサルテーション機能は、医師と違った視点からその役割を果たすことができるのではないかと

思う。 

・病院の中の CNS ということで役割を果たせることもあるが、メンタルヘルスの部分で考えると、

地域ケアの中で看護がもっとできることがたくさんあるのではないかと思う。裁量権が広がればキ

ュア的なアセスメント能力もさることながら、コンサルテーション機能、カウンセリング機能など

は、医師とは違った形で役割を果たすことができる。 

田中氏:  

・プロトコールやガイドライン作りも CNS 協議会と学会が協力して取り組んでいきたい。 

成田氏:  

・教育やコンサルテーションを通して、実践現場で看護師のレベルが上がっていくということがあっ

たので、CNSを導入したことはよかったと思っている。  

・NP は、自分の患者をもつので、自分の患者に対してはよいと思うが、それが全体に広がっていく

のか。それよりは病棟の看護レベルをあげていくことの方が価値があると思う。 

・CNSも自分の患者を持つことが必要と思う。そのためには医師と協働して、意思決定して処方でき

るような高度実践看護師が制度化すれば、それが可能になるのではないか。CNSが処方できることで

そこから業務拡大につながるのではないか。 

林氏:  

・慢性看護の場合、人間の身体をみることが重要になるが、いろんな教育をしたり生活援助をしていく上では、

フィジカルは非常に重要だと思う。CNSがそこを十分理解して、NPは業務拡大は必要だが、裁量権の

拡大というより、身体審査をし、判断して処方できると看護の質の向上につながるのではないか。 

・ケアに軸足をおきながら役割拡大していくことが大事だと思う。 

土井氏:  

・個人的な経験からいうと、慢性看護CNSの活動の中で、もう一歩処方することができれば、もっと自信をもっ

てもっといろんなことに拡大して実践できるのではないかという声を聞いている。 

・ケアの最先端、本当に実力をもったナースが処方できる能力を獲得して今の医療に対応していけるシステ

ムをできるだけ早く、作っていく必要があるのではないかと思う。 

河口氏:  

・慢性看護学会としてプロトコールについて学会で検討したことはない。CNS のほとんどは、糖尿病や腎、難

病というようにサブスペシャリティーをもっているので、その下で認定看護師も入ってチームとしてやってい

るのでやろうと思えばできる。チームという立場からいうと、慢性領域では、医師と CNS、認定看護師の関

係では、インフォーマルに包括的な指示をもらっている状況である。 

・現在 CNS は、毎日実践しているというよりは、コンサルテーションなどをしており、スタッフではなく
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看護部に所属していることが多いため、具体的なケアは認定看護師が行っているように思える、そこの

位置づけは明確ではないかもしれない。 

太田氏:  

・この続きは、次回6月12日土曜日に開催予定JANA総会で検討したい。 

南氏:  

・「高度実践看護制度あり方検討会」を引き続き行うことの提案をしたいので、お考えいただきたい。 

第三者認定機構のことも含めて、次回 6 月 12 日土曜日に予定している総会で議論したい。 

 

以上 


